
　　①屋外広告物の所有者又は権原に基づく占有者（例：事業者、広告業者）

　　②町税を滞納していない者

   屋外広告物の
        　改善費用の一部を助成します！

　屋外広告物条例の制定目的である「良好な景観の形成」「風致の維持」「公衆に対する危害の
防止」を実現させるため、屋外広告物の撤去、改修及び移設にかかる費用の一部を助成します。

　　※共同又は代理申請の場合、委任状等の書類が必要です。

　　①屋外広告物法第2条第1項に規定する屋外広告物のうち、簡易広告物を除く。

　　　（対   象：広告板・塔、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物等）

　　　（対象外：立看板、置看板、のぼり、はり紙・札、広告幕、車両広告等）

　　②改善費用（直接工事費）が１基につき２万円以上であること。

　　③当該年度内に事業竣工すること。

　　④改修、移設にあっては不適格広告物であり、補助事業の施工が屋外広告業登録業者

　　　によるものであること。

　　⑤撤去にあっては、補助事業の施工が屋外広告業登録業者又は町内業者によるもの

　　　であること。

　補助対象者が景観に配慮するために行う屋外広告物の撤去、改修及び移設（以下「改善」とい
う。）のうち、次のいずれにも該当するものとします。

―　景観のまちづくり屋外広告物改善事業　―

 目　  的

 対 象 者

 対象事業

　　那須町 建設課 建設グループ　景観係　電話０２８７－７２－６９０７

 補助金の額等

 実施期間

 そ の 他

 お申込・お問合せ

　補助事業実施後に不適格広告物が残る場合は、申請時に「那須町違反広告物等処理要綱」

に基づく、是正計画書の提出が必要となります。

　申請様式は那須町ホームページからダウンロードできます（各課の案内⇒建設課⇒お知らせ）

　　・１０基未満  　　　 　　　　 ⇒　 50% ： 限度額50万円/者
　　・１０基以上、５０基未満 　⇒　 60% ： 　〃　　60万円/者
　　・５０基以上 　　　  　　　 　⇒　 70% ： 　〃　　70万円/者

　１回で申請される広告物の基数により、補助割合・上限を３段階に区分します。
　また、申請は１回限りで、諸経費等も含めた事業費全体に対して交付します。

　　５年間　（平成２７年度～平成３１年度）



提出

結果連絡
書類審査等

事前協議書の作成 受　　理

書類審査等

提出

交付決定交付決定通知書の受理

申請書の作成

※不適格広告物が残る
場合は、併せて改善計
画書を作成 受　　理

改善事業着手

変更等承認申請 承　　認

書類・現地確認

※変更又は事業
を中止する場合

通知受領

提出

通知発送

通知発送

補助金交付

※中止する場合
は手続き終了

事業完了

実績報告書の作成 受　　理
提出

補助金受領

町申請者

景観のまちづくり屋外広告物改善事業補助金申請の流れ

提出

口座振込

補助金確定確定通知受領

補助金請求書作成

通知発送



○栃木県屋外広告業登録事業者（那須町、那須塩原市、大田原市）
登録
番号

371

605

863

890

64

178

191

233

366

456

585

619

699

88

209

278

315

388

820

826

○町内業者（撤去工事のみ） （五十音順）

　広告物の撤去を適切に実施できる業者であれば、上記以外の町内業者に依頼することも可能です。

0287-73-8031

有限会社プランニングオフィスワン 　　　〃　　上奥沢４１４番地６７ 0287-23-5566

有限会社アドトップ 　　　〃　　実取８０４番地１１９ 0287-28-7327

0287-23-7718

有限会社インタースリー　

㈱白井石材

トチホク㈱那須営業所

北東企画

かんばん工房

　　〃　大字高久乙８９７番地1

　　〃　大字豊原丙２２３番地

ジェイビー広告 　　　〃　　加治屋８３番地４１７

　上記以外の栃木県屋外広告業登録事業者は栃木県のホームページからご確認いただくか、「栃木県
屋外広告業の登録制度について」で検索してください。

事業者名 住　所 電話番号

屋外広告業登録業者及び那須町内業者

　　改修・移設　⇒　屋外広告業登録業者のみ

　　撤去 　　　　⇒　屋外広告業登録業者及び撤去業務が可能な町内業者

有限会社那須スクリーン

カタギリ工房

オカ看板工芸

サトーデザイン

有限会社　ミト工芸

事業者名

有限会社ナス工芸

大田原塗装株式会社

株式会社ジェイトリム北関東

　　　〃　　　上厚崎７２４番地１５

　　　〃　　　黒磯６番地４４７

　　　〃　　　東町４番１号

　　　〃　　　下永田一丁目９８１番地５７

有限会社　マルミ工芸

小野岡塗装株式会社

株式会社髙木ペイント工芸

セルシオール株式会社

株式会社杉山広告社

0287-62-0277

0287-36-0208

0287-36-8585

0287-62-0585

那須企画

電話番号

0287-77-0999

0287-71-1082

0287-36-0717

　　　〃　　　豊浦１５番地７２

　　　〃　　須佐木１６９３番地

0287-63-5711

那須町大字豊原乙５９８番地

　　〃　大字寺子乙７０９番地３７

那須塩原市下永田五丁目１３７０番地

　　　〃　　若草一丁目１３０３番地１

　　　〃　　浅香一丁目３番地４２

0287-46-4350

0287-62-0350

0287-35-3892

0287-22-6266

　　　〃　　　折戸２３１番地１５０

　　　〃　　　黒磯幸町６番１７号

　　　〃　　　永田町３－８

関東テクニカ㈲

㈲菊地鉄工所

㈲北那須設備工業

寺子乙3451-3

豊原丙2041

佐藤建設工業㈲

寺子110

大田原市浅香４丁目３５７８番地４８７

㈱那須エナジー

㈱那須電機メンテナンス
　　　　　　　　　　那須支店

㈱鈴木工業

綜合設備工業㈱

㈱高久組

㈲高久工業

共栄建設㈱

㈲石井組

㈲常進

㈲平山重機

㈲笛田設備

㈱星組

㈲星建築

㈱本田工務店

寺子丙791-4

高久甲1076-2

寺子乙3967-238

寄居406

高久甲５０７７

寺子丙663-84

寺子丙１

高久甲5537

高久甲5012-3

寺子乙1281-87

富岡1210-33

寺子乙4479

高久甲4008-37

㈱渡部組土木

高久乙2733-69

高久乙2731-1

湯本２０４

稲沢1010-1

稲沢1016-10

㈲マスコ設備

㈲松本建設

寺子丙７８４－５

豊原甲1344

高久甲1400

63-5635

72-1794

72-1570

74-0606

72-0148

72-0936

㈲丸和

62-2440

62-1173

72-5512

64-0295

住　　所

0287-22-3834

0287-22-4129

寺子丙1468

72-1169

高久甲5890

㈲渡辺建設

74-0870

72-5611

62-2129

高久甲2709-9

60-1515

丸山建設㈱

事業者名 住　所 電話番号

76-2850

64-0732

71-1011

72-1673

78-3851

76-4532

㈲平山工務店

72-0334

75-0324

75-0819

72-1262

72-6331

62-5386
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